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スマホ申告相談会を開催しますスマホ申告相談会を開催します
スマートフォンでスマートフォンで確定申告してみませんか？確定申告してみませんか？

■問 税務会計課 課税グループ ☎ 0247-62-8127   　　　　

事前予約は事前予約は
こちらからこちらから

　「申告会場に行かずに自分でスマホで申告したい」とい
う方向けに、税務署職員や町職員がサポートしながら確
定申告を行うスマホ申告相談会を開催します。
　参加を希望される方は予約サイトからお申込みくだ
さい。
※スマートフォンで申告をすると早く還付金を受け取ることがで
　きます。
■■対 以下の全てに当てはまる方
▶マイナンバーカードを所持している。
▶マイナンバーカードの２つの暗証番号（数字４桁および
　英数字６～16桁）が分かる。
▶マイナンバーカード読込対応のスマートフォン等を使用
　している。
■■時 ２月５日（木）午後１時30分～3時30分
■■所 役場２階　大会議室
▶募集人数　20名程度
▶募集期間　１月７日（水）～30日（金）
※QRの申込みサイトからお申込みください。
※募集期間内であっても、定員になり次第募集を終了する場合
　があります。

■■物 ▶スマートフォン等、マイナンバーカード
　  ▶給与・公的年金の源泉徴収票、所得が分かるもの
　 ▶控除を適用するための各種証明書（生命保険料控
　　 除証明書など）
　 ▶本人名義の預金口座がわかるもの
※事業所得などの場合は、事前に収入金額と経費を計算し、
　収支内訳書の作成をしていただくとスムーズです。
 注意点
　マイナンバーカードには次の設定が必要です。設定され
ていない場合は相談会の５日前までに、役場1階住民課
窓口で手続きをしてください。
▶利用者証明用電子証明書　暗証番号（数字４桁）
▶署名用電子証明書　暗証番号（英数字６～16桁）
※設定してから使用できるまでに数日を要する場合があります。
※暗証番号の再設定には、マイナンバーカードと本人確認書類
　（免許証等）が必要です。

　町では、温室効果ガス削減に向け、新たに「第３次三
春町地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
　目標達成には、町民の皆さんや事業者の皆さんのご理
解・ご協力が不可欠です。例えば、リユース品の衣類を
購入したり、宅配便を1回目の配送
で受け取ったりするだけで、温室効
果ガスの削減効果が期待されます。
　「いつまでも” ゆかしい” まち三春」
実現のため、ご協力をお願いします。
▶計画期間
　2025（令和 7）年度～
　2030（令和12）年度までの5年間

▶対象とする温室効果ガス
　企業または家庭で電気やガスを使用した際に発生する
　ガスや、自動車を運転した際に発生するガスなど。

▶削減目標
　▷町全体として…
　　2013（平成25）年度比／50％以上の削減

　▷役場として…
　　2014（平成26）年度比／50％以上の削減

いつまでも” ゆかしい” まち三春を実現するためにいつまでも” ゆかしい” まち三春を実現するために
第３次三春町地球温暖化対策実行計画を策定第３次三春町地球温暖化対策実行計画を策定

■問 住民課 生活環境グループ ☎ 0247-62-2147　　　　　　　　　　

詳しくはこちら詳しくはこちら
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